
訪問介護サービス重要事項説明書 

第１条（契約の目的） 

さくらはご利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、ご利用者が可能な限りその居宅においてそ

の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう入浴、排泄、食事の介助その他の生

活全般の援助を行います。 

 

第２条（事業者の概要） 

１．事業者 

法人名  エムシーネット株式会社 

法人所在地  北海道函館市豊川町１番５号 

電話番号  ０１３８－２４－３２００ 

代表者氏名   代表取締役 清野 栄治  

設立年月日  平成１４年７月２３日 

 

２．サービスを提供する事業所の概要 

事業所の種類   指定訪問介護事業所（北海道 ０１７１４０１３１８） 

事業所の名称  ヘルパーステーション さくら 

事業所の所在地  北海道函館市豊川町１番５号  

事業管理者   管理者 浜谷 明子 

開設年月日   平成１６年１０月１１日 

サービス提供実施地域 函館市・北斗市・七飯町・鹿部町 

 

３．事業所の職員体制 

  職  種 資  格 常 勤 非 常 勤 計 

管理者兼サービス提供責

任者 

介護福祉士      

    1 

  

    1 

サービス提供責任者 介護福祉士      

    1 

     

 2   

     

    3 

訪問介護員 介護福祉士          3     3 

訪問介護員 訪問介護員研修 

２級課程終了 

 

     

 

    2 

  

    2 

訪問介護員 訪問介護員研修 

初任者研修終了 

 

     

 

    0 

  

    0 

 

４．営業日及び営業時間など 

営業日 毎週月～土曜日、但し、12 月 31 日から 1 月 3 日までを除く。尚、上記

休日に対応要請ある場合も、柔軟に対応可能な体制です｡ 

営業時間 ９：００～１８：００、左記時間外に対応要請ある場合、柔軟に対応可

能な体制です｡ 

受付時間 毎日９：００～１８：００、但し 24 時間常時連絡可能な体制です。  
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第３条（訪問介護計画書） 

１．さくらは、ご利用者の心身・生活の状況及び希望を踏まえて、｢居宅サービス計画｣に沿って訪問

介護計画書を作成し、その内容を利用者及びその家族に説明します。 

２．サービス提供に当たっては、訪問介護計画書に沿って計画的に提供します。 

３．さくらは、ご利用者の要請等必要に応じて訪問介護計画書の変更また中止の必要がある場合は、

状況調査等を踏まえた協議の結果、医師叉は居宅介護支援事業者の助言･指導に基づいて、訪問

介護計画書の内容を変更または中止します。 

 

第４条（サービス内容） 

１．さくらは、下記のサービス内容区分の中から指定の時間に応じて選択されたサービスを提供しま

す。 

＜身体介護＞                ＜生活援助＞ 

①食事介助    ⑥服薬確認        ①買い物     ⑤調理 

②入浴介助    ⑦身体の清拭介助     ②住居の掃除   ⑥整理整頓 

③排泄介助    ⑧体位変換        ③環境整備・換気 ⑦洗濯 

④衣服の着脱介助 ⑨移動・移乗介助     ④薬の受け取り  ⑧布団干し･ﾍﾞｯﾄﾒｲｸ 

⑤通院等外出介助  

＜通院等のための乗車・降車の介助＞ 

①乗降介助 

 
２．次のようなサービスは、介護保険上のサービスとして提供することは出来ませんので、ご了承願

います。 

①｢本人の援助｣に該当しないもの 

ご家族等のための洗濯･調理・買い物･布団干し、主として利用者が使用する居室以外の掃除、来

客の応接(お茶の手配等)、自家用車の洗車等 

②｢日常生活の援助｣に該当しないもの 

庭の手入れ、草むしり、植木等の水やり、ペットの世話、家具等の移動、大掃除、窓のガラス拭

き、床のワックスがけ、室内外家具の修理、正月料理等の特別な調理等 

③身の回りの世話に属さないと判断される外出介助 

 

第５条（従業者の職務内容） 

＜管理者＞ 

管理者は本事業所の従業者の管理および業務管理を一元的に行います。また、法令等に規定されて

いる指定訪問介護事業の実施に関して遵守すべき事項についての指揮命令を行います。 

 

＜サービス提供責任者＞ 

サービス提供責任者は、本事業所に対する指定訪問介護計画の利用申し込みに係る調整サービス従

事者等に対する技術指導、サービス内容の管理、訪問介護計画の作成を行います。 

 

＜サービス従事者＞ 

サービス従事者とは、ホームヘルパー１級・２級・介護福祉士等、さくらが訪問介護サービスを提

供するために使用する者とします。 

 

第６条（従業員証明書） 

サービス従事者は常に従業員証明書を携行し,ご利用者またはご家族から求められたときはいつでも

提示します。 
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第７条（利用料金） 

介護保険からの給付サービスを利用する場合、ご利用者の負担は厚生労働大臣が定める基準によるも

のとし、当該指定訪問介護が法廷代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載の割合

に応じた額とする｡但し、介護保険給付の支給限度額を超えたサービス料金は、基本料金全額が自己

負担となります｡  

利用料金表【 午前８時から午後６時までの時間帯の場合 】         令和 6 年 4 月改定 
 

サービスに要する時間 
 

 

20 分以上 

30 分未満 

30 分以上 

1 時間未満 
1 時間以上 

1 時間半未満 
１時間半以上 

(30 分毎に加算) 

身 

体 

介 

護 

1. 基本料金  ２，４４０円   ３，８７０円 ５，６７０円 ８２０円 

2.特定事業所加算Ⅱ適用  ２，６８０円 ４，２６０円 ６，２４０円 ９００円 

 

3. 自己負担額 

1 割   ２６８円 ４２６円 ６２４円 ９０円 

2 割   ５３６円    ８５２円 １，２４８円 １８０円 

3 割   ８０４円 １，２７８円 １，８７２円 ２７０円 

 
サービスに要する時間 

 20 分以上 

45 分未満 
45 分以上 

 
  

 

生 

活 

援 

助 

1. 基本料金  １，７９０円    ２，２００円    

2.特定事業所加算Ⅱ適用  １，９７０円 ２，４２０円   

 

3. 自己負担額 

1 割   １９７円     ２４２円   

2 割   ３９４円     ４８４円   

3 割   ５９１円    ７２６円   

サービスにおける距離  行き(5Km 未満)     帰り(5 ㎞未満) 5 ㎞以上１㎞毎  

乗 

降 

介 

助 

1. 基本料金    ９７０円         ９７０円   

2.特定事業所加算Ⅱ適用  １，０７０円 １，０７０円   

 

 

3. 自己負担額 

1 割   １０７円       １０７円 １００円   

2 割 ２１４円    ２１４円 １００円  

3 割 ３２１円             ３２１円          １００円  

4. 移送費 (１回につき)    ５００円         ５００円             

緊急特別訪問介護加算利用料 １，０００円  自己負担額 １００円 (1 割の場合)                 

初回加算利用料 ２，０００円  自己者負額 ２００円 (１割の場合)      

介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ)  1 ヶ月当たりの自己負担金に 24.5％を加算  

※1.基本料金に対して、早朝（6:00～8:00）･ 夜間帯（18:00～22:00）は 25％増となり、深夜（22:00～

6:00）は 50％増となります。 

※2.基本料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき決定 

されたサービス内容を行うために、標準的に必要となる時間を基準として計算されます。 

※3.訪問介護員が２人でサービスを行う必要がある場合は、ご利用者の同意を得た上で、基本料金の２倍

の料金となります。 

第８条 (交通費) 

サービス従事者がご利用者宅を訪問する際にかかる交通費に関しては、第２条に記載するサービス提

供地域の函館市内にお住まいの方は無料となります。 

     事      由     交通機関利用の場合    車両利用の場合  

1.買い物,薬の受け取り時 ご利用者の実費負担となります ヘルパーの自家用車利用K/20円 

2.通院介助時 ご利用者の実費負担となります  

3.函館以外での訪問介護時 ご利用者の実費負担となります 当事業所から片道５kｍ以下１００円 

５km 以上は１km 毎３０円を加算した額

の往復分がご利用者の負担となります。 
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第９条（サービスのキャンセル） 

１．利用者がサービスの中止をする際には、すみやかにさくらまでご連絡下さい。 
 
２．利用者の都合でサービスを中止する場合には、サービス利用の前日午後5時までにご連絡下さい。

ご連絡なき場合は、下記のキャンセル料を申し受けることになりますので、ご了承下さい。 
 
３．キャンセル料は、利用者負担金の支払いに合わせてお支払いいただきます。但し、ご利用者の病

変、急な入院、施設入所等、やむを得ない事情による中止の場合には、キャンセル料はいただき
ません。 

ご利用日の前日午後 5 時までにご連絡いただいた場合 無  料 

ご連絡が上記期限を経過した場合、またはご連絡が無かった場合 当該基本料金の５０％ 

 

第１０条（解約料) 

ご利用者が、７日前までに解約を申し出ることなく、直ちに契約を終了する場合は原則とし 
て、１０,０００円の解約料をいただきます。   

 

第１１条（介護保険法等を適用しないサービス利用料金） 

サービス時間帯 料     金 

８：００～１８：００ 身体介護    ３，０００円／１時間 

身体介護    ２，５００円／１時間(付添いのみ) 

生活援助    ２，０００円／１時間 

６：００～８：００  （早 朝） 

１８：００～２２：００（夜 間） 

身体介護    ３，７５０円／１時間 

生活援助    ２，５００円／１時間 

２２：００～６：００ （深 夜） 身体介護    ４，５００円／１時間 

生活援助    ３，０００円／１時間 

２０：００～翌８：００（泊り込み） １２時間以内 １５,０００円／１回  

２４時間介護 利用時間、状態を相談の上、料金等を設定いたします。 

上記料金には、消費税、交通費（函館市内の場合）を含みます｡ 

※但し、サービス内容については、介護保険法等に準じて行いますのでご了承下さい。 

 

第１２条（お支払方法) 

当月ご利用分を翌月上旬に請求いたしますので、翌月末日までに現金にてお支払いください。お支払

いの際に領収書をお渡しします。   

 

第１３条（サービスの変更･追加） 

さくらは、ご利用者からのサービス利用の変更や追加の申し出に対して、サービス従事者の稼動状況

によりご利用者の希望する日時にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日時をご提案させて

頂きます。 

 

第１４条（サービス利用についての注意事項） 

１.訪問介護サービスの実施に関する指示･依頼はすべてさくらが行います。但し、さくらは訪問介護

サービスの実施に当たってご利用者の事情･意向等に十分配慮します。 

２.訪問予定時間は、交通事情等により前後することがありますのでご了承下さい。 

３.サービス提供の際の事故およびトラブルを避けるため、次の事項にご留意下さい。 

 ①サービス従事者の医療行為は出来ません。 

②サービス従事者は、預貯金･年金等の金銭の取り扱いは致しかねますのでご了承下さい。 
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③サービス従事者に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させて頂きます。 

第１５条（守秘義務) 

サービス従事者が業務上知り得たご利用者およびご家族の個人情報は、正当な理由なく第三者に漏ら

すことはありません。なお、この守秘義務は、従事者退職後および契約終了後も同様とします。 

 

第１６条（居宅介護支援事業者との連携) 

１.ご利用者の要望により居宅サービス計画の変更を希望する場合は、ご利用者に係る居宅介護支援事

業者への連絡その他の必要な援助を行います。 

２.訪問介護サービスを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等と密接な連携に努め、サービス

の終了に際しては、ご利用者およびご家族に必要な助言、指導を行うと共に、当該ご利用者に係る

居宅介護支援事業者等に対する情報の提供、連絡調整および連携に努めます。 

３.さくらは、ご利用者に係る居宅支援事業者が開催するサービス担当者会議を通じて、ご利用者の心

身の状況、その環境、他のサービス利用状況等の把握に努めます。 

  

第１７条（相談･苦情･要望等の窓口) 

サービスに関する相談・苦情および要望等（以下「相談」という。）については、下記の窓口にて迅

速に対応いたします。ご相談については真摯に受け止め、誠意を持って問題の解決に臨みます。居宅

介護サービス以外のご相談も遠慮なくお話下さい。 

 

【サービス提供事業所相談窓口】 

お客様相談・苦情窓口           サービス担当責任者  浜谷 明子  

        受付時間  通年２４時間体制  （ＴＥＬ）０１３８－８７－２４９８ 

 

【行政機関その他苦情受付機関】 

   ① 函館市高齢者･介護総合相談窓口  

     所在地   函館市東雲町４番１３号  

     ＴＥＬ   ０１３８－２１－３０２５ 

     ＦＡＸ   ０１３８－２６－５９３６  

   ② 北海道国民健康保険団体連合会  

     所在地   札幌市中央区南４条西１４丁目国保会館  

         ＴＥＬ   ０１１－２３１－５１６１ 

     ＦＡＸ   ０１１－２３１－５１７８ 

 

第１８条（事故発生時の対応） 

サービス提供中に事故が発生した場合は、主治医、救急隊、親族等に連絡して速やかに必要な措置を

講じます。又、事故の原因が事業所の責に帰す場合、所定の手続きを経て損害賠償します。 

 

第１９条（緊急時の対応） 

サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治医又は協

力医療機関、親族等に連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

 

主治医 

医療機関名  

主治医 氏名  

連 絡 先  

ご家族等 

連絡先 

氏 名(続柄)                 (       ) 

連 絡 先  
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第２０条（再発防止） 

事故発生後は、事故の起こった要因を十分に検討し、原因解明を行い、再発防止に努めます。 

 

 

第２１条（虐待防止について） 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

 
１．虐待防止に関する責任者を選定しています。 

  【虐待防止に関する責任者】  管理者兼サービス提供責任者：浜谷 明子 

２．成年後見制度の利用を支援します。 

３．苦情解決体制を整備しています。 

４．研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や技術の向上に努めます。 

５．虐待防止のための委員会の開催及び、検討結果について従業員への周知徹底をいたします。 

 

 

第２２条（訪問記録の作成・保管等） 

さくらは、ご利用者に対する訪問介護サービスの実施について記録を作成し、サービス実施日の終了

時ごとにご利用者またはご家族等による確認を受けるものとします。また、作成したサービス実施記

録を契約終了後５年間保管し、ご利用者もしくはご家族等の請求に応じてこれを閲覧させ、またはそ

の複写物を交付します。但し、複写物の場合には、さくらはご利用者に対して実費相当額を請求でき

るものとします。 

 

第２３条（第三者による評価の実施状況） 

 

1、あ り 

実施年月日  

評価機関名称  

結果の開示 1、あ り    2、な し 

2、な し   
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本書は、２部作成して双方１部ずつ保管します。 

 

 

以上、居宅介護サービスを提供するに当たり、上記の通り重要な事項の説明をしました。 

 
 

令和      年      月      日 

 
   〒040-0065 

（事 業 所）      

住  所  函館市豊川町 １番 ５号 

 

事業所名  ヘルパーステーション さくら 

 

管 理 者   浜谷 明子         

 

 

説 明 者             印   

 

 

 

 

 

上記のとおり重要事項の説明を受け、同意しました。 

 

（利 用 者）    〒 

 

住  所 

                    

 

 

 

氏  名                  印 

 

 

(代 理 人)    〒 

 

住  所  

 

 

 

氏  名                   印 


